
＜注意＞ 
この資料は、都市計画審議会の付議資料であり、 
都市計画決定図書ではありません。 
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意見書の要旨 

 

  都市計画法第２１条第２項において準用する同法第１７条第１項の規定により 

都市計画の案を縦覧したところ意見書の提出がありましたので、同法第１９条第２

項の規定により、その要旨を貴審議会に提出します。 

 

◎提出された意見書の数   １ 通 

 

◎提出者の住所       真間４丁目  １名 

 

◎意見書の要旨及び対応方針 

意 見 書 の 要 旨 対 応 方 針 

北千葉道路の周辺土地利用の変化を

前提とした計画は市北部に残されてい

る緑地を喪失させ、景観、保水機能、

大気汚染防止などの機能を失わせる。

３・３・９号はその影響をさらに面的

に広げる。 

市川市都市計画マスタープランでは、北

千葉道路及び都市計画道路３・３・９号の

沿線は、農業生産の場や貴重な緑の空間を

保全し、開発等の抑制に努める地域となっ

ております。 

なお、地権者から土地利用転換等の意向

が示された場合は、周辺環境と調和した適

切な土地利用への誘導を検討してまいりま

す。 
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